
 

相続 

会長挨拶                   山口勝義  

本日、トップのトピックは、中村皇積会員が 

2020～2021年度ガバナーノミニー・デジグネー 

トに決定したという光栄なお知らせです。14日 

に 2620地区 HPにて公表されています。中村会 

員おめでとうございます。当ハーモニーRCにと 

りましては、ガバナー輩出クラブとして再度、成長の機会をい

ただく事となります。それぞれが前向きに関わり、クラブ発展

のきっかけ、そして貴重な経験・財産としていきましょう。ま

た、同時に地区の後任ガバナーとして静岡ロータリークラブ所

属の志田洪顯パストガバナーの任命も公表されました。現在の

淺原諒蔵ガバナーノミニーも静岡ロータリークラブ所属であ

ります。クラブとして多くのガバナーを輩出することは大変名

誉なことだと思います。しかしその反面の苦労も多々あること

も推察されます。改めまして当クラブにとりましての今回の機

会を、クラブと我々一人一人の成長・発展につなげるとともに、

多くの仲間へのお役立ちに関わり、新たな出会いの機会として

いきましょう。今年度のクラブとしてのテーマは「調和と一体

感のある個性輝く魅力あるクラブ作り」です。今回 3年後に向

けた方向付けがされました。本年度の残された時間にはクラブ

の足元を見つめ直し、クラブ充実への土台作りを進めていきま

しょう。 

また、親睦機会を大切に、お互いの関係性を深めて有意義な活

動につなげていきましょう。本日は例会後に理事会が開かれま

すが、本年度初となる親睦例会開催の審議があります。細心の

注意を払うことで開催実現をお願いしたいと思います。その他

例会外でのレクリエーションもクラブ管理運営委員会の皆さ

んの計らいで企画いただいているようで、ありがとうございま

す。世間でも 10月から様々な Go toキャンペーン事業企画が

始まるようです。コロナ感染の影響によって経済的な盛衰が

様々現れる中、お互いが止まらず滞りを回避すべく、活性に向

けて経済を回していくことに参加していく、重要な機会が訪れ

ていることを感じます。菅新首相は総裁選の政策発表で「自助・

共助・公助、そして絆」を訴えました。タイムリーで共感でき

るテーマです。萎縮せず可能な活動を心掛けたいものです。政

治では与野党揃って再編されるなど、身の回りには目まぐるし

い変動が起きていますが、当クラブでは、地に足を付けた運営

を心掛け、着実な進展を図っていきたいと思います。 

本日の会員リレー卓話は入会 2 年目突入の小山会員の卓話

からスタートします。デビュー戦ですね。伸び伸び「らしく」

語ってください。小桐会員、佐藤会員は引き続きの卓話「もめ

ない相続：続編」を楽しく学ばせていただきます。本日もよろ

しくお願いいたします。 
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幹事報告            

静岡第５Ｇ親睦ゴルフ中止の

お知らせ、例会後の理事会の

ご案内、次回例会について 

親睦委員会：10月 11日ハゼ 

釣り+ＢＢＱのご案内 

会員増強維持委員会：9 

９月 14日甲府シティ 

衛星クラブ創立例会 

参加報告 

青パト委員会：登録 

車両確認のお願い 

 

 

プログラム 「会社案内・ 

私の仕事」小山太郎会員     

九十九工業は、 

1972 年創業の 

袋ナットを中心 

としたネジメー 

カーです。 

９９に更なる創意工夫の１押

しを加え、満足度 100％のもの

づくりを目指しています。 

プログラム 「もめない相続。

続編」小桐会員・佐藤会員 

       相続が発生し

た場合。遺産分

割協議書の作

成には、相続人

全員の印鑑証 

 

スマイル   中村皇積（直前ガ

バナー事務所閉鎖に伴い、本日、影

山地区副幹事、小山会員に引っ越

しのお手伝いをいただき、金曜日

には無事引き渡しできそうです）

（9 月 12 日の地区指名委員会にて

2023－24 年ガバナーに指名され

ました。頑張りますので、皆様のご

協力をよろしくお願いします） 

 

明書と戸籍謄本が必要です。 

遺言書があれば、その作業が

不要です。相続税の基礎控除

は、（3000 万＋600 万 ｘ 相

続人数）円となります。 
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